
キャッシュレス決済・リモート窓口を開始しましたキャッシュレス決済・リモート窓口を開始しました
問い合わせ　ＤＸ推進グループ（☎85５１０９）

●キャッシュレス決済
　市役所本庁舎および支所の窓口における住民票や課税証明
書などの、証明書発行時などの手数料の支払いに、クレジッ
トカードや電子マネー、コード決済によるキャッシュレス決
済が利用可能となりました。
窓口　市民サービスグループ、税務グループ、鷲別支所、
　　　登別支所
対象　住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本、納税証明書、
　　　所得課税証明書など

　市役所本庁舎などから離れた地域にお住まいの方が、本庁
舎や総合福祉センターしんた21での手続きに関する相談が必
要となった際の移動などの負担を軽減するため、鷲別支所や
登別支所と市役所本庁舎、総合福祉センターしんた21との間
で、国民健康保険の加入や障がい者手帳の返還、税の納付な
どの相談などを行うことが可能な『リモート窓口』を開設し
ました。
　『リモート窓口』と聞くと、難しい操作が必要と感じるか
もしれませんが、各支所の職員が端末を操作し、希望する担
当部署と顔を見ながら会話することができ、実際の窓口と同
じような手続きに関する相談などが可能となります。
　各支所の窓口でご希望の手続きに関する相談など、お気軽
にお申し出ください。予約は不要です。

【利用対象窓口】鷲別支所、登別支所
【相談対象窓口】市民協働グループ、税務グループ、社会福祉グループ、こども育成グループ
　　　　　　　　こども家庭グループ、障がい福祉グループ、高齢・介護グループ
　　　　　　　　国民健康保険グループ、年金・長寿医療グループ、健康長寿グループ
　　　　　　　　健康推進グループ（総合福祉センター）

キャッシュレス決済方法
【クレジットカード】VISA、JCB、Mastercard、エスコートカードなど
【電子マネー】WAON、nanaco、楽天Edy、Kitacaなど
【コード決済】PayPay、d払い、auPAY、楽天ペイなど
※クレジットカードの支払い回数は、一括払いのみです。
※窓口での電子マネーのチャージ（入金）や残高照会はできません。
　また、現金との併用、ポイントでのお支払いはできません。
※原則お支払い確定後の返金はできません。

●リモート窓口
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所得税・復興特別所得税の確定申告、
市・道民税申告の受け付けが始まります

国税庁▶
ウェブサイト　

▼市内の受付場所・月日・時間（下記以外、市内受付はありません） ▼室蘭税務署の月日・時間

※アーニスの開店時間（通常 10 時）前に店内に入ることはできません。

▼申告に必要なもの

場所 月日 時間

室蘭税務署  
（土・日曜日、祝日を除く） ９時～

※申告には『入場整理券』が必要です。当日会
場で受け取るか、国税庁ＬＩＮＥ公式アカウ
ントで事前発行を受けてください（『入場整
理券』の発行状況により、後日の来場をお願
いすることがあります）。
※スマートフォンを持参した方には、会場でス
マートフォンを使用しての申告をお願いして
います。

問い合わせ　税務グループ（☎85１１５５）

混雑緩和のため、
必要書類などを確認の
上、ご来場ください。

□✓申告には『利用者識別番号』が必要です
　令和４年分の確定申告受付の際にすでに『利用者識別番号』を取得した方は、今回も同じ番号を使用するため、
再度の取得は不要です。昨年の確定申告受け付けの際にお渡しした『利用者識別番号等の通知』など、同番号が
分かる書類をご持参ください。
　申告時に同番号がない方は、取得手続きが必要となるため待ち時間が長くなることがあります。国税庁ウェブ
サイトから、事前に取得するようご協力ください（ご不明な点は、室蘭税務署（☎㉒４１５１））。
□✓紙の確定申告書は受け付けできません
　室蘭税務署へ持参もしくは郵送してください。
□✓次の申告は受け付けません。室蘭税務署で申告してください
●青色申告や損失申告　●農業・漁業・山林による収入があるもの　●土地、建物、株式の譲渡による収入があ
るもの　●住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の初回の申告をするもの　●更正の請求や修正申告　●確
定申告書に受付印の押印が必要な申告　●申告内容に税務署の判断が必要であると市職員が判断したもの

場所 月日 時間

登別中央ショッピ
ングセンター・
アーニス２階

 

３月４日㈪・５日㈫を除く）

 
 

市役所１階
６番窓口 ３月３日㈰  

鷲別コミュニティ
センター  
観光交流センター
ヌプル ３月４日㈪・５日㈫

対象 必要なもの

共通

・利用者識別番号が分かるもの（税務署からの『確定申告のお知らせ』の通知や利用者
識別番号を取得した際の書類など）
・令和５年中の収入金額を証明する書類（『給与所得の源泉徴収票』や『公的年金等の
源泉徴収票』など）
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類
・申告者名義の預貯金口座が分かるもの（還付金が発生する方のみ）

社会保険料控除 ・健康保険、任意継続、国民年金、介護保険などの領収書や証明書
生命保険料控除 
地震保険料控除 ・各保険料控除証明書

障害者控除 ・障害者手帳など
配偶者（特別）控除 ・配偶者の収入が分かるもの

医療費控除

・医療費控除の明細書
※必ず明細書を事前に作成の上、お越しください。明細書を作成していない場合は申告
を受け付けられません。
　①医療費通知（医療費のお知らせ）を基に作成する場合 
　→通知書を必ずお持ちください。 
②医療費の領収書を基に作成する場合 
　→受診者、病院や薬局ごとにまとめて記入してください。 
　　領収書の添付・提示は不要ですが、税務署から提示・提出を求められる
　　　ことがありますので、５年間は大切に保管してください。
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https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/index.htm

